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議案第２５号  

上尾市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定

について  

上尾市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。  

令和元年８月３０日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例  

上尾市印鑑の登録及び証明に関する条例（昭和４９年上尾市条例第３号）

の一部を次のように改正する。  

第４条第１項中「登録申請に」を「前条の規定による申請（以下「登録申

請」という。）に」に、「印鑑の」を「当該印鑑の」に改め、同項第１号を

次のように改める。  

(1) 住民票に記載（住民基本台帳法第６条第３項の規定により磁気ディス

ク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことがで

きるものを含む。第６条第４項において同じ。）をもって調製する住民

票にあっては、記録。以下同じ。）がされている氏名、氏、名、旧氏

（住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第３０条の１３

に規定する旧氏をいう。以下同じ。）若しくは通称（同令第３０条の１

６第１項に規定する通称をいう。以下同じ。）又は氏名、旧氏若しくは

通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの（名については漢

字を仮名に替えてあるものを除く。）  

第４条第１項第２号中「肩書等他」を「資格その他氏名、旧氏又は通称以

外」に改め、同条第２項中「前項第１号」の次に「及び第２号」を、「外国

人住民」の次に「（住民基本台帳法第３０条の４５に規定する外国人住民を

いう。以下同じ。）」を加え、「記載されている」を「記載がされている」

に改める。  

第５条第１項中「印鑑の」を削り、「当該申請」を「当該登録申請」に改

め、同条第４項中「第３条の規定による申請」を「登録申請」に改める。  

第６条第１項中「、第３条の規定による申請が」を削り、「本人によるも

のであること又は」を「登録申請者が本人であること又は登録申請が」に改
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め、同条第２項第３号中「氏名」の次に「（氏に変更があった者に係る住民

票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民

に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称）」

を加え、同項中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号から第８号まで

を１号ずつ繰り上げ、同条第４項中「（これに準ずる方法により一定の事項

を確実に記録しておくことができる物を含む。）」を削る。  

第８条第１号中「紛失した」を「紛失し、又は滅失した」に改め、同条第

４号及び第５号を削る。  

第１０条（見出しを含む。）中「印鑑登録原票の記載事項」を「印鑑登録

原票の登録事項」に改める。  

第１１条第３号中「通称」を「住民票に記載がされている通称」に改め、

「表記）、氏」の次に「（氏に変更があった者にあっては、住民票に記載が

されている旧氏を含む。）」を加え、「次号」を「第５号」に改め、同条中

第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、同条第４

号中「通称」を「住民票に記載がされている通称」に改め、同号を同条第５

号とし、同条第３号の次に次の１号を加える。  

(4) 氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏の削

除により、登録してある印鑑が第４条第１項第１号に該当したとき。  

第１２条の見出し中「印鑑証明」を「印鑑登録証明」に改め、同条第１項

中「印鑑登録の証明」を「登録してある印鑑に関する証明（以下「印鑑登録

の証明」という。）」に改め、同条第２項中「本人及び」を「印鑑登録の証

明を申請した者が本人であること又は当該申請が」に改め、「意思」の次に

「に基づくもの」を加える。  

第１４条の見出し中「印鑑証明」を「印鑑登録証明」に改め、同条中「又

は次条第１項」を削る。  

第１５条を削り、第１６条を第１５条とし、第１７条から第２０条までを

１条ずつ繰り上げる。  

附  則  

この条例は、令和元年１１月５日から施行する。  
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提案理由  

住民基本台帳法施行令の一部改正を踏まえて、印鑑登録原票に登録する

事項等を見直したいので、この案を提出する。  
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議案第２６号  

上尾市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市職員定数条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

令和元年８月３０日提出  

上尾市長   畠  山   稔      

上尾市職員定数条例の一部を改正する条例  

上尾市職員定数条例（平成２３年上尾市条例第１号）の一部を次のように

改正する。  

第１条第２項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号の次に

次の１号を加える。  

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第

２条第１項の規定により、育児休業をしている職員  

第２条第２項中「第５号」を「第６号」に改め、同条第３項中「又は同項

第３号から第５号まで」を「、同項第３号、第５号及び第６号」に、「場合

は」を「場合又は同項第４号に掲げる職員が育児休業をする前の職務に復帰

する場合は」に改める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

（上尾市職員公務災害見舞金条例の一部改正）  

２  上尾市職員公務災害見舞金条例（昭和４８年上尾市条例第２１号）の一

部を次のように改正する。  

  第２条第６号中「第１条第２項第５号」を「第１条第２項第６号」に改

める。  

 

 

 

提案理由  

職員が育児休業を取得することによって当該育児休業期間中における職

員の配置人数に減員が生じている現状を改善するため、育児休業中の職員

については職員定数に含めないようにしたいので、この案を提出する。  
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議案第２７号  

上尾市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の制定について  

上尾市会計年度任用職員の報酬等に関する条例を次のように定める。  

令和元年８月３０日提出  

上尾市長   畠  山   稔      

上尾市会計年度任用職員の報酬等に関する条例  

（趣旨）  

第１条  この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」

という。）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計

年度任用職員」という。）に支給する報酬、費用弁償、給料及び手当につ

いて定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。  

(1) パートタイム会計年度任用職員  法第２２条の２第１項第１号に規定

する会計年度任用職員をいう。  

(2) 第１種パートタイム会計年度任用職員  パートタイム会計年度任用職

員のうち、月額により報酬又は給料の額を定められている会計年度任用

職員をいう。  

(3) 第２種パートタイム会計年度任用職員  パートタイム会計年度任用職

員のうち、日額により報酬又は給料の額を定められている会計年度任用

職員をいう。  

(4) 第３種パートタイム会計年度任用職員  パートタイム会計年度任用職

員のうち、時間額により報酬又は給料の額を定められている会計年度任

用職員をいう。  

(5) フルタイム会計年度任用職員  法第２２条の２第１項第２号に規定す

る会計年度任用職員をいう。  

（報酬等）  

第３条  パートタイム会計年度任用職員（パートタイム会計年度任用職員と

して任用される法第５７条に規定する単純な労務に雇用される者及び地方

公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１５条に規定する管理者の権
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限に属する事務の執行を補助する職員（以下「技能労務職員等」という。）

を除く。以下この条から第５条までにおいて同じ。）に対しては、報酬及

び期末手当を支給する。  

２  報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとする。  

３  報酬の額は、次項から第６項までの規定により決定した報酬の基本額及

びその基本額に上尾市職員の給与に関する条例（昭和３０年上尾市条例第

１４号。別表において「給与条例」という。）第９条の２第２項に定める

割合を乗じて得た額（月額の報酬にあってはその額に１００円未満、日額

及び時間額の報酬にあってはその額に１０円未満の端数を生じたときは、

これらをそれぞれ四捨五入して得た額）の合計額とする。  

４  第１種パートタイム会計年度任用職員（第１種パートタイム会計年度任

用職員として任用される技能労務職員等を除く。）の報酬の基本額は、勤

務１月につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月額に、次

の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額（そ

の額に１００円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額）

を超えない範囲内において市規則で定めるところにより決定する。  

(1) 勤務日の割振りが週単位である者  １週間当たりの勤務日数を５で除

して得た数に１日当たりの勤務時間を７．７５で除して得た数を乗じて

得た数  

(2) 勤務日の割振りが月単位である者  １月当たりの勤務日数に１２を乗

じて得た数を２６０で除して得た数に１日当たりの勤務時間を７．７５

で除して得た数を乗じて得た数  

５  第２種パートタイム会計年度任用職員（第２種パートタイム会計年度任

用職員として任用される技能労務職員等を除く。）の報酬の基本額は、勤

務１日につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月額を２１

で除して得た額に、その者について定められた１日当たりの勤務時間を７．

７５で除して得た数を乗じて得た額（その額に１０円未満の端数を生じた

ときは、これを四捨五入して得た額）を超えない範囲内において市規則で

定めるところにより決定する。  

６  第３種パートタイム会計年度任用職員（第３種パートタイム会計年度任

用職員として任用される技能労務職員等を除く。）の報酬の基本額は、勤
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務１日につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月額を２１

で除して得た額を７．７５で除して得た額（その額に１０円未満の端数を

生じたときは、これを四捨五入して得た額）を超えない範囲内において市

規則で定めるところにより決定する。  

７  報酬の額は、パートタイム会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責

任の度に応じ、かつ、一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して定めな

ければならない。  

８  第２項から前項までに規定するもののほか、パートタイム会計年度任用

職員に対しては、一般職の常勤職員に支給される時間外勤務手当、休日勤

務手当及び宿日直手当に相当する報酬を市規則で定めるところにより支給

する。  

９  期末手当は、一般職の常勤職員の期末手当との権衡を考慮して、市規則

で定めるところにより支給する。ただし、任期が６月未満の者その他の者

で市規則で定めるものにあっては、期末手当は支給しない。  

（報酬の基本額の特例）  

第４条  特殊な専門的知識を必要とする業務に従事するパートタイム会計年

度任用職員であって市規則で定めるものに対する報酬の基本額は、前条第

４項から第６項までの規定にかかわらず、１日当たり３万３，５００円を

超えない範囲内において市規則で定める。  

（費用弁償）  

第５条  パートタイム会計年度任用職員が勤務のため、その者の住居と勤務

地との間を往復するとき及び職務のため旅行したときは、それらの費用を

弁償する。  

２  前項に規定する費用弁償の額は、一般職の常勤職員に支給される通勤手

当及び旅費の額との権衡を考慮して定める。  

（給料等）  

第６条  パートタイム会計年度任用職員（パートタイム会計年度任用職員と

して任用される技能労務職員等に限る。以下この条において同じ。）及び

フルタイム会計年度任用職員に対しては、給料、地域手当、通勤手当、時

間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び期末手当並びに旅費を支給

する。  
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２  給料の額は、勤務１月につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に

定める月額を超えない範囲内において市規則（地方公営企業法第１０条に

規定する企業管理規程を含む。以下同じ。）で定めるところにより決定す

る。  

３  給料の額は、パートタイム会計年度任用職員及びフルタイム会計年度任

用職員の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、一般職の常勤職員

の給与との権衡を考慮して定めなければならない。  

４  地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び

期末手当は、パートタイム会計年度任用職員にあっては市規則で定めると

ころにより、フルタイム会計年度任用職員にあっては一般職の常勤職員の

例により支給する。ただし、任期が６月未満の者その他の者で市規則で定

めるものにあっては、期末手当は支給しない。  

５  旅費は、一般職の常勤職員の例により支給する。  

（報酬等の減額）  

第７条  会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の減額については、一般職

の常勤職員の給与の減額の例に準じて、市規則で定める。  

（支給）  

第８条  会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当の支給について

は、第３条から前条までに規定するもののほか、市規則で定める。  

（委任）  

第９条  この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間（以下この項にお

いて「特定期間」という。）において、次項の規定による廃止前の上尾市

一般職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成２９

年上尾市条例第５号）の適用を受けていた一般職の非常勤職員で、この条

例の施行の日（以下この項において「施行日」という。）から令和３年３

月３１日までの間にこの条例の適用を受けることとなるものであって、そ
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の者の受ける報酬又は給料の月額が特定期間において受けていた報酬の月

額（特定期間において２以上の業務に従事した場合にあっては、当該２以

上の業務に係る期間の満了する日のうち、施行日に最も近い日の属する月

における報酬の月額（当該月額が２以上あるときは、当該月額のうち最も

高い月額））に達しないこととなる場合においては、令和３年３月３１日

までの間、その者の受ける報酬又は給料の月額から特定期間において受け

ていた報酬の月額までの範囲内において市規則で定める額を報酬又は給料

として支給する。  

（上尾市一般職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

廃止）  

３  上尾市一般職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例は、

廃止する。  

別表（第３条、第６条関係）  

職種  月額  

自動車運転手、環境管理員、用務

員又は給食調理員  

上尾市技能労務職員の給与の種

類及び基準を定める条例（昭和

４５年上尾市条例第１０号）第

４条の規定により設けられた給

料表に定める１級における最高

の号給の給料月額  

上記以外の職  給与条例別表第１給料表に定め

る１級における最高の号給の給

料月額  

 

 

 

 

提案理由  

地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員の報

酬等に関し、必要な事項を定めたいので、この案を提出する。  
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議案第２８号  

地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定について  

地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条

例を次のように定める。  

令和元年８月３０日提出  

上尾市長   畠  山   稔      

地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関す

る条例  

（上尾市職員の給与に関する条例の一部改正）  

第１条  上尾市職員の給与に関する条例（昭和３０年上尾市条例第１４号）

の一部を次のように改正する。  

  第３条第２項中「第１６条の６第１項」を「第１６条の６」に改める。  

  第１６条の６を次のように改める。  

  （会計年度任用職員の給与等）  

第１６条の６  地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用

職員の給与及び報酬並びに費用弁償については、別に条例で定める。  

（上尾市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正）  

第２条  上尾市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和３０年

上尾市条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

  第３条に次の１項を加える。  

 ４  法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する第１項の

規定の適用については、同項中「３年を超えない範囲内」とあるのは、

「法第２２条の２第２項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」

とする。  

 （上尾市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正）  

第３条  上尾市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和３０年上尾市

条例第１８号）の一部を次のように改正する。  

  第３条中「給料月額」の次に「（地方公務員法第２２条の２第１項第１

号に掲げる職員（同号に掲げる職員として任用される同法第５７条に規定

する単純な労務に雇用される者及び地方公営企業法（昭和２７年法律第２
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９２号）第１５条に規定する管理者の権限に属する事務の執行を補助する

職員（以下この条において「技能労務職員等」という。）を除く。）にあ

っては報酬（上尾市会計年度任用職員の報酬等に関する条例（令和元年上

尾市条例第   号）第３条第４項から第６項まで及び第４条の報酬の基本

額に限る。）の額、同号に掲げる職員として任用される技能労務職員等に

あっては給料の額）」を加える。  

  第４条第３項中「給与」の次に「又は報酬」を加える。  

 （上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正）  

第４条  上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例（昭和３１年上尾市条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

  第１条中「第２０３条の２第４項」を「第２０３条の２第５項」に改め

る。  

第１条の２中第４３号及び第４４号を削り、第４５号を第４３号とし、

第４６号から第５１号までを２号ずつ繰り上げ、第５２号を削り、第５３

号を第５０号とし、第５４号を第５１号とし、第５５号を第５２号とし、

第５６号から第６２号までを削り、第６３号を第５３号とし、第６４号を

削り、第６５号を第５４号とし、第６５号の２から第７１号までを削り、

第７２号を第５５号とし、第７３号から第７５号までを１７号ずつ繰り上

げ、第７６号から第７８号までを削る。  

  第４条中「第７７号」を「第５８号」に改める。  

  第５条第３項中「。以下「給与条例」という。」を削る。  

  第６条を削り、第７条を第６条とする。  

別表第１中４３の項及び４４の項を削り、４５の項を４３の項とし、４

６の項から５１の項までを２項ずつ繰り上げ、５２の項を削り、５３の項

を５０の項とし、５４の項を５１の項とし、５５の項を５２の項とし、５

６の項から６２の項までを削り、６３の項を５３の項とし、６４の項を削

り、６５の項を５４の項とし、６５の２の項から７１の項までを削り、７

２の項を５５の項とし、７３の項から７５の項までを１７項ずつ繰り上げ、

７６の項から７８の項までを削り、備考を削る。  

 （上尾市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）  
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第５条  上尾市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和４５

年上尾市条例第１０号）の一部を次のように改正する。  

  第１６条を次のように改める。  

  （会計年度任用職員の給与）  

 第１６条  地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員

として任用される技能労務職員の給与は、別に条例で定める。  

（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例及

び公益的法人等への上尾市職員の派遣に関する条例の一部改正）  

第６条  次に掲げる条例の規定中「第２２条第１項」を「第２２条」に改め

る。  

(1) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

（平成３年上尾市条例第１７号）第２条第２項第３号  

(2) 公益的法人等への上尾市職員の派遣に関する条例（平成１３年上尾市

条例第４２号）第２条第２項第３号  

 （上尾市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）  

第７条  上尾市職員の育児休業等に関する条例（平成４年上尾市条例第１９

号）の一部を次のように改正する。  

  第１条中「、第１７条」の次に「、第１８条第３項」を加える。  

  第２条に次の２号を加える。  

  (3 ) 上尾市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２２年上尾

市条例第３号）第４条第３項の規定により任期を定めて採用された短

時間勤務職員  

  (4) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員  

ア  次のいずれにも該当する非常勤職員  

(ｱ ) 任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に引き続

き在職した期間が１年以上である非常勤職員  

(ｲ ) その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。

以下同じ。）が１歳６か月に達する日（第２条の３第３号及び第

２条の４において「１歳６か月到達日」という。）（同条の規定

に該当する場合にあっては、２歳に達する日）までに、その任期

（任期が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了する
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こと及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでない非常

勤職員  

(ｳ ) 勤務日の日数を考慮して市規則で定める非常勤職員  

イ  第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養育

する子が１歳に達する日（以下この号及び同条において「１歳到達

日」という。）（当該子について当該非常勤職員がする育児休業の

期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日）において育児休業をしている非常勤職員

に限る。）  

ウ  その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしてい

る非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期

が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用される

ことに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日

を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの  

  第２条の３を第２条の５とし、第２条の２の次に次の２条を加える。  

  （育児休業法第２条第１項の条例で定める日）  

第２条の３  育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。  

  (1 ) 次号及び第３号に掲げる場合以外の場合  非常勤職員の養育する子

の１歳到達日  

  (2 ) 非常勤職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。以下同じ。）が当該非常勤職員の養育する子の１歳

到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業

法その他の法律の規定による育児休業（以下この条及び次条において

「地方等育児休業」という。）をしている場合において当該非常勤職

員が当該子について育児休業をしようとする場合（当該育児休業の期

間の初日とされた日が当該子の１歳到達日の翌日後である場合又は当

該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。）  当該子が１

歳２か月に達する日（当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日

から起算して育児休業等可能日数（当該子の出生の日から当該子の１

歳到達日までの日数をいう。）から育児休業等取得日数（当該子の出
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生の日以後当該非常勤職員が労働基準法（昭和２２年法律第４９号）

第６５条第１項及び第２項の規定により勤務しなかった日数と当該子

について育児休業をした日数を合算した日数をいう。）を差し引いた

日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日）  

  (3 ) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員

が当該子の１歳到達日（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる

場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲

げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業

の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当

該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいず

れかの日））の翌日（当該子の１歳到達日後の期間においてこの号に

掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする

育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は

当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当

該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期

間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場

合のいずれにも該当するとき  当該子の１歳６か月到達日  

    ア  当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該

非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１

歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）におい

て育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子

の１歳到達日（当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日と

された日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末

日とされた日）において地方等育児休業をしている場合  

イ  当該子の１歳到達日後の期間について育児休業をすることが継

続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市規則で定

める場合に該当する場合  

  （育児休業法第２条第１項の条例で定める場合）  

第２条の４  育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６か月

から２歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の１歳



- 15 - 

６か月到達日の翌日（当該子の１歳６か月到達日後の期間においてこの

条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児

休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任

期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の

末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日と

する育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当

するときとする。  

(1) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日にお

いて育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の

１歳６か月到達日において地方等育児休業をしている場合  

(2) 当該子の１歳６か月到達日後の期間について育児休業をすることが

継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市規則で定め

る場合に該当する場合  

  第３条に次の２号を加える。  

  (7 ) 第２条の３第３号に掲げる場合に該当すること又は第２条の４の規

定に該当すること。  

  (8 ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている

非常勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、

又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当

該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間

の初日とする育児休業をしようとすること。  

  第５条の３第２項中「している職員」の次に「（地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員を

除く。）」を加える。  

  第６条中「した職員」の次に「（地方公務員法第２２条の２第１項に規

定する会計年度任用職員を除く。）」を加える。  

  第９条第２号及び第１０条中「規則」を「市規則」に改める。  

  第１２条中「過員を生ずること」を「次に掲げる事情」に改め、同条に

次の各号を加える。  

  (1) 過員を生ずること。  

  (2 ) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員（育児休
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業法第１８条第１項の規定により採用された同項に規定する短時間勤

務職員をいう。以下同じ。）を短時間勤務職員として引き続き任用し

ておくことができないこと。  

  第１３条の次に次の１条を加える。  

  （育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新）  

第１３条の２  第５条の２の規定は、短時間勤務職員の任期の更新につい

て準用する。  

第１４条の２中「（平成２２年上尾市条例第３号。以下「任期付職員条

例」という。）」を削り、「任期付職員条例の」を「同条例の」に改める。  

  第１５条中「育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規定による短時

間勤務をしている」を「次に掲げる」に改め、同条に次の３号を加える。  

  (1) 育児短時間勤務をしている職員  

(2) 育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をしている職員  

(3) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員

法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下

「再任用短時間勤務職員等」という。）を除く。）  

ア  特定職に引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員  

イ  勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市規則で定め

る非常勤職員  

  第１６条第１項中「正規の勤務時間」を「勤務時間条例第８条第１項に

規定する正規の勤務時間（非常勤職員（再任用短時間勤務職員等を除く。

以下この条において同じ。）にあっては、当該非常勤職員について定めら

れた勤務時間）」に改め、同条第２項中「職員」の次に「（非常勤職員を

除く。）」を加え、同条に次の１項を加える。  

 ３  非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、当該非

常勤職員について１日につき定められた勤務時間から５時間４５分を減

じた時間を越えない範囲内で（当該非常勤職員が労働基準法第６７条第

１項の規定による育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）第６１条第

３２項において読み替えて準用する同条第２９項の規定による介護をす

るための時間（以下「介護をするための時間」という。）の承認を受け
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て勤務しない場合にあっては、当該時間を越えない範囲内で、かつ、２

時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤

務しない時間を減じた時間を越えない範囲内で）行うものとする。  

  第１７条の見出し中「給与」を「給与等」に改め、同条中「第１１条第

１項」の次に「、上尾市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

（昭和４５年上尾市条例第１０号）第１３条第１項及び上尾市会計年度任

用職員の報酬等に関する条例（令和元年上尾市条例第   号）第７条」を、

「第１５条」の次に「及び市規則」を、「給与額」の次に「又は報酬額」

を加え、「給与を」を「給与又は報酬を」に改める。  

  第１８条の次に次の１条を加える。  

  （市規則への委任）  

第１９条  この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。  

 （上尾市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正）  

第８条  上尾市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年上

尾市条例第２号）の一部を次のように改正する。  

  第２条第２項中「占める職員」の次に「及び法第２２条の２第１項第２

号に掲げる職員」を加える。  

附  則  

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員等に

適用する規定について、所要の改正を行う必要があるので、この案を提出

する。  
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議案第２９号  

上尾市租税特別措置法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例の制

定について  

上尾市租税特別措置法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。  

  令和元年８月３０日提出  

上尾市長   畠  山   稔      

上尾市租税特別措置法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例  

上尾市租税特別措置法関係手数料徴収条例（平成１２年上尾市条例第２３

号）の一部を次のように改正する。  

別表３の項中「第２０条の２第１３項又は第３８条の４第２２項」を「第

２０条の２第１４項又は第３８条の４第２３項」に改める。  

附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

租税特別措置法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行いたいので、

この案を提出する。  
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議案第３０号  

上尾市森林環境譲与税基金条例の制定について  

上尾市森林環境譲与税基金条例を次のように定める。  

令和元年８月３０日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市森林環境譲与税基金条例  

（設置）  

第１条  森林環境譲与税を適正に管理し、及び執行するため、上尾市森林環

境譲与税基金（以下「基金」という。）を設置する。  

（積立て）  

第２条  基金として積み立てる額は、市が交付を受けた森林環境譲与税の額

に相当する額とする。  

（管理）  

第３条  基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な

方法により保管しなければならない。  

２  基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代え

ることができる。  

（運用益金の処理）  

第４条  基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、

この基金に編入するものとする。  

（繰替運用）  

第５条  市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、

期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用す

ることができる。  

 （処分）  

第６条  基金は、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

に要する費用の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、そ

の全部又は一部を処分することができる。  

（委任）  

第７条  この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市

長が別に定める。  
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附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

森林の整備を促進するため国から交付される森林環境譲与税を適正に管

理し、及び執行するため、基金を設置したいので、この案を提出する。  
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議案第３１号  

上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例の

制定について  

上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。  

令和元年８月３０日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例  

上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例（平成２７年上尾市条例第１

２号）の一部を次のように改正する。  

第３条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、

「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。  

第４条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。  

附  則  

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、所要の改正を行いたいので、

この案を提出する。  
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議案第３２号  

上尾市立東小学校屋外運動場夜間照明施設使用料条例を廃止する条例

の制定について  

上尾市立東小学校屋外運動場夜間照明施設使用料条例を廃止する条例を次

のように定める。  

令和元年８月３０日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

   上尾市立東小学校屋外運動場夜間照明施設使用料条例を廃止する条例  

上尾市立東小学校屋外運動場夜間照明施設使用料条例（昭和５６年上尾市

条例第７号）は、廃止する。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和元年１１月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の施行前にされた上尾市立東小学校屋外運動場夜間照明施設の

利用の許可に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  上尾市立東小学校屋外運動場夜間照明施設の廃止に伴い、当該施設の使

用料に関する条例を廃止したいので、この案を提出する。  
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議案第３３号  

上尾市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について  

上尾市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。  

令和元年８月３０日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例  

上尾市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年上尾市条例第４２号）

の一部を次のように改正する。  

第１５条第３項を次のように改める。  

３  償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、

法第１３条、第１４条第１項及び第１６条並びに令第８条、第９条及び第

１２条の規定によるものとする。  

附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、所要の規定の整

備を行いたいので、この案を提出する。  
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議案第３４号  

上尾市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市立保育所条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

令和元年８月３０日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市立保育所条例の一部を改正する条例  

上尾市立保育所条例（平成２７年上尾市条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。  

第８条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、

「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第４項中

「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子ども」

を「教育・保育給付認定子ども」に改める。  

第９条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。  

附  則  

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、所要の改正を行いたいので、

この案を提出する。  
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議案第３５号  

上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

令和元年８月３０日提出  

上尾市長   畠  山   稔      

上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例  

上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年上尾市条例第２７号）の一部を次のように改正する。  

第２条第９号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第１

０号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第

１１号中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条

中第２２号を第２７号とし、第１７号から第２１号までを５号ずつ繰り下げ、

同条第１６号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同号を同条第２１号とし、同条中第１５号を第２０号とし、第１４号を第１

９号とし、同条第１３号中「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定

の有効期間」に改め、同号を同条第１８号とし、同条中第１２号を第１７号

とし、第１１号の次に次の５号を加える。  

(12) 満３歳以上教育・保育給付認定子ども  子ども・子育て支援法施行令

（平成２６年政令第２１３号。以下「令」という。）第４条第１項に規

定する満３歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。  

(13) 特定満３歳以上保育認定子ども  令第４条第１項第２号に規定する特

定満３歳以上保育認定子どもをいう。  

(14) 満３歳未満保育認定子ども  令第４条第２項に規定する満３歳未満保

育認定子どもをいう。  

(15) 市町村民税所得割合算額  令第４条第２項第２号に規定する市町村民

税所得割合算額をいう。  

(16) 負担額算定基準子ども  令第１３条第２項に規定する負担額算定基準

子どもをいう。  
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第３条第１項中「かつ適切な」を「かつ適切であり、かつ、子どもの保護

者の経済的負担の軽減について適切に配慮された」に改める。  

第５条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、

「利用者負担」を「第１３条の規定により支払を受ける費用に関する事項」

に改める。  

第６条の見出し中「利用申込みに対する」を削り、同条第１項中「支給認

定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第２項及び第３項

中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第４項

中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第５項

中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。  

第７条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改

める。  

第８条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「に規

定する」を「の規定による」に、「支給認定の有無、支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定

の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に改める。  

第９条の見出し及び同条第１項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」

に改め、同条第２項中「支給認定の変更」を「教育・保育給付認定の変更」

に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定の

有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に改める。  

第１０条及び第１１条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど

も」に改める。  

第１３条第１項及び第２項を次のように改める。  

 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、教育・保育給

付認定保護者（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護

者に限る。）から当該特定教育・保育に係る利用者負担額（満３歳未満保

育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第２７条第３

項第２号に掲げる額をいう。）の支払を受けるものとする。  

２  特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給

付認定保護者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額

（法第２７条第３項第１号に掲げる額をいう。次項において同じ。）の支
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払を受けるものとする。  

第１３条第３項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に

改め、同条第４項中「を支給認定保護者」を「を教育・保育給付認定保護者」

に改め、同項第３号を次のように改める。  

(3) 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用  

ア  次の (ｱ)又は (ｲ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものう

ち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護

者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ

(ｱ)又は (ｲ)に定める金額未満であるものに対する副食の提供  

(ｱ) 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども  ７万７，１０１円  

(ｲ) 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。

イ (ｲ)において同じ。）  ５万７，７００円（令第４条第２項第６号

に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、７万７，１

０１円）  

イ  次の (ｱ)又は (ｲ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものう

ち、負担額算定基準子ども又は小学校第三学年修了前子ども（小学校、

義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第一学年から第

三学年までに在籍する子どもをいう。以下イにおいて同じ。）が同一

の世帯に３人以上いる場合にそれぞれ (ｱ)又は (ｲ)に定める者に該当す

るものに対する副食の提供（アに該当するものを除く。）  

(ｱ) 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども  負担額算定基準子ども又は小学校第三

学年修了前こども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者

を除く。）である者  

(ｲ) 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども  負担額算定基準子ども（そのうち最年

長者及び２番目の年長者である者を除く。）である者  

ウ  満３歳未満保育認定子どもに対する食事の提供  

第１３条第４項第５号、第５項及び第６項中「支給認定保護者」を「教
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育・保育給付認定保護者」に改める。  

第１４条第１項中「第２８条第１項に規定する特例施設型給付費を含む」

を「第２７条第１項の施設型給付費をいう」に、「及び第１９条」を「、第

１９条、第３５条第３項及び第３６条第３項」に、「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第２項中「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に改める。  

第１６条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に

改める。  

第１７条中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、

「支給認定子ども又はその保護者」を「当該教育・保育給付認定子ども又は

当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。  

第１８条中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、

「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る保護者」

に改める。  

第１９条の見出し中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改め、同条中「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子ども

に係る教育・保育給付認定保護者」に改める。  

第２０条第５号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を

「第１３条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改

める。  

第２１条第１項及び第２項ただし書、第２４条（見出しを含む。）、第２

５条及び第２６条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に

改める。  

第２７条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定

子ども」に改め、同条第３項中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認

定子どもに」に、「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子ど

もに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。  

第２８条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に

改める。  

第３０条第１項中「支給認定子ども又は支給認定保護者」を「教育・保育

給付認定子ども又は教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子どもの」
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を「教育・保育給付認定子どもの」に、「支給認定子ども等」を「教育・保

育給付認定子ども等」に改め、同条第３項及び第４項中「支給認定子ども等」

を「教育・保育給付認定子ども等」に改める。  

第３２条第２項及び第４項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定

子ども」に改める。  

第３４条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に

改め、同項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、「に係る必

要な事項」を削り、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め

る。  

第３５条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定

子ども」に改め、同条第３項中「含むものとして、この章」を「、施設型給

付費には特例施設型給付費（法第２８条第１項の特例施設型給付費をいう。

次条第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、前節」に、「支

給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「同項第１号又は第２

号」を「同号又は同項第２号」に、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区

分に係る利用定員の数」とあるのは「同項第２号に掲げる小学校就学前子ど

もの区分に係る利用定員の数」を「第１３条第２項中「法第２７条第３項第

１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第２号の内閣総理大臣が定

める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ (ｱ)中「教育・保

育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育

を受ける者を除く。）」と、同号イ (ｲ)中「除く」とあるのは「除き、特別利

用保育を受ける者を含む」に改める。  

第３６条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定

子ども」に改め、同条第３項中「含むものとして、この章」を「、施設型給

付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前節」に、「第１

３条第４項第３号中「除き、同項第２号に掲げる小学校就学前子どもについ

ては主食の提供に係る費用に限る。）」とあるのは「除く。）」を「「同号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とある

のは「同項第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分」とあ

るのは「同項第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分」と、第１３条第２
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項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項

第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４

項第３号イ (ｱ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付

認定子ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、同号イ (ｲ)中「を除く」

とあるのは「及び特別利用教育を受ける者を除く」に改める。  

第３７条第１項中「のうち、家庭的保育事業にあっては、その」を「（事

業所内保育事業を除く。）の」に、「数を１人以上」を「数は、家庭的保育

事業にあっては１人以上」に改め、「小規模保育事業Ａ型をいう。」の次に

「第４２条第３項第１号において同じ。」を、「小規模保育事業Ｂ型をい

う。」の次に「第４２条第３項第１号において同じ。」を加え、「、その利

用定員の数を」を削り、「第４条」を「第３条」に改める。  

第３８条第１項中「利用者負担」を「第４３条の規定により支払を受ける

費用に関する事項」に改める。  

第３９条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に

改め、同条第２項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定

子ども」を「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを

除く。以下この章において同じ。）」に、「支給認定子どもが」を「満３歳

未満保育認定子どもが」に改め、同条第３項中「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改め、同条第４項中「支給認定子ども」を「満

３歳未満保育認定子ども」に改める。  

第４０条第２項中「法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。  

第４１条中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。  

第４２条第１項中「この項」の次に「から第５項まで」を加え、同項第１

号中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改め、同項第２

号中「いう」の次に「。次項及び第３項において同じ」を加え、同項第３号

中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に、「支給認定保護

者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第４項中「支給認定子ど

も」を「満３歳未満保育認定子ども」に改め、同項を同条第９項とし、同条

第３項中「を行う者であって、第３７条第２項の規定により定める利用定員

が２０人以上のもの」を「（第３７条第２項の規定により定める利用定員が
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２０人以上のものに限る。次項において「保育所型事業所内保育事業」とい

う。）を行う者」に改め、同項を同条第７項とし、同項の次に次の１項を加

える。  

８  保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第６条の３第１

２項第２号に規定する事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの

（附則第４条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。）に

ついては、第１項の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことがで

きる。  

第４２条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第６項とし、

同条第１項の次に次の４項を加える。  

２  市長は、特定地域型保育事業による代替保育の提供に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全

てを満たすと認めるときは、前項第２号の規定を適用しないこととするこ

とができる。  

(1) 特定地域型保育事業者と前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行

う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されている

こと。  

(2) 前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本来の業務の遂行

に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。  

３  前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項

に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。  

(1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業

所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所に

おいて代替保育が提供される場合  小規模保育事業Ａ型若しくは小規模

保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（同号において「小規模保

育事業Ａ型事業者等」という。）  

(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合  事業の規模等を勘

案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認める

者  

４  市長は、特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る
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連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用し

ないこととすることができる。  

５  前項の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第５９条第

１項に規定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のも

のに限る。）であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる

事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。  

(1) 法第５９条の２第１項の規定による助成を受けている者の設置する施

設（児童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とするものに

限る。）  

(2) 児童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務又は同法第３９条第１

項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第６条の３第９項第

１号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する

費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの  

第４３条第１項及び第２項を次のように改める。  

特定地域型保育事業者は、特定地域型保育を提供した際は、教育・保育

給付認定保護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額（法第２９条

第３項第２号に掲げる額をいう。）の支払を受けるものとする。  

２  特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育

給付認定保護者から、当該特定地域型保育に係る特定地域型保育費用基準

額（法第２９条第３項第１号に掲げる額をいう。次項において同じ。）の

支払を受けるものとする。  

第４３条第３項から第６項までの規定中「支給認定保護者」を「教育・保

育給付認定保護者」に改める。  

第４６条第５号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を

「第４３条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改

める。  

第４７条第１項及び第２項ただし書中「支給認定子ども」を「満３歳未満

保育認定子ども」に改める。  

第４９条第２項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に

改め、同項第２号中「に規定する提供した特定地域型保育に係る必要な事項」

を「の規定による特定地域型保育」に改め、同項第３号中「に規定する」を
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「の規定による」に改める。  

第５０条を次のように改める。  

（準用）  

第５０条  第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第

１７条から第１９条まで及び第２３条から第３３条までの規定は、特定地

域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育について準用

する。この場合において、第１１条中「教育・保育給付認定子どもについ

て」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（満３歳未満保育認定子ども

に限り、特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同

じ。）について」と、第１２条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地

域型保育」と、第１４条の見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型

保育給付費」と、同条第１項中「特定教育・保育に係る施設型給付費（法

第２７条第１項の施設型給付費をいう。以下この項、第１９条、第３５条

第３項及び第３６条第３項」とあるのは「特定地域型保育（特別利用地域

型保育及び特定利用地域型保育を含む。第５０条において準用する次項及

び第１９条において同じ。）に係る地域型保育給付費（法第２９条第１項

に規定する地域型保育給付費をいう。以下この項及び第５０条において準

用する第１９条において同じ。」と、「施設型給付費の」とあるのは「地

域型保育給付費の」と、同条第２項中「特定教育・保育に」とあるのは

「特定地域型保育に」と、「特定教育・保育の」とあるのは「特定地域型

保育の」と、「特定教育・保育提供証明書」とあるのは「特定地域型保育

提供証明書」と、第１９条中「特定教育・保育を」とあるのは「特定地域

型保育を」と、「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、第

２３条中「運営規程」とあるのは「第４６条に規定する事業の運営につい

ての重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。  

第５１条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に

改め、同条第２項中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」

に、「同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」

を「満３歳未満保育認定子ども」に、「支給認定子どもを」を「教育・保育

給付認定子どもを」に改め、同条第３項を次のように改める。  

３  特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提
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供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費（法第３０条第１項の特例地域型保育給

付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、

この章（第４０条第２項を除き、前条において準用する第８条から第１４

条まで（第１０条及び第１３条を除く。次条第３項において同じ。）、第

１７条から第１９条まで及び第２３条から第３３条までを含む。）の規定

を適用する。この場合において、第３９条第２項中「利用の申込みに係る

法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは

「利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ど

もの数」と、「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子ど

もを除く。以下この章において同じ。）」とあるのは「同号又は同項第３

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（第

５２条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、

当該特定利用地域型保育の対象となる同項第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）」と、「法第２０条

第４項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を

勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子ど

もが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序

により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基

本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第４３条第１項中

「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者

（特別利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給

付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に

掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第２号の内閣総理大臣が定める

基準により算定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは

「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる

費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第１３条第４項第３号ア

又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条第５項中「前各項」

とあるのは「前３項」とする。  

第５２条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定
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子ども」に改め、同条第３項を次のように改める。  

３  特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育を提

供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この章の

規定を適用する。この場合において、第４３条第１項中「教育・保育給付

認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保

育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳未満保育認定子どもに限

る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と、同条第２項中

「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第

３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４

項中「掲げる費用」とあるのは、「掲げる費用及び食事の提供（特定利用

地域型保育の対象となる特定満３歳以上保育認定子どもに対するもの及び

特定満３歳以上保育認定子どもに係る第１３条第４項第３号ア又はイに掲

げるものを除く。）に要する費用」とする。  

附則第２条第１項中「法第２７条第３項第２号に掲げる額（特定教育・保

育施設」とあるのは「当該特定教育・保育施設」と、「定める額とする。）」

とあるのは「定める額」と、同条第２項中「法第２７条第３項第１号に規定

する額」とあるのは「法附則第６条第３項の規定により読み替えられた法第

２８条第２項第１号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費

用の額」と、「法第２８条第２項第２号」とあるのは「同項第２号」を「教

育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子ども」とあるのは「教育・

保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子ども（特定保育所（法附則第６

条第１項に規定する特定保育所をいう。次項において同じ。）から特定教

育・保育（保育に限る。第１９条において同じ。）を受ける者を除く。以下

この項において同じ。」と、同条第２項中「当該特定教育・保育」とあるの

は「当該特定教育・保育（特定保育所における特定教育・保育（保育に限

る。）を除く。）」に改める。  

附則中第３条を削り、第４条を第３条とする。  

附則第５条中「特定地域型保育事業者」の次に「（特例保育所型事業所内

保育事業者を除く。）」を加え、「５年」を「１０年」に改め、同条を附則
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第４条とする。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和元年１０月１日から施行する。  

 （上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例の一部改正）  

２  上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例（平成２７年上尾市条例第

１２号）の一部を次のように改正する。  

附則第２項を削り、附則第３項を附則第２項とする。  

（上尾市立保育所条例の一部改正）  

３  上尾市立保育所条例（平成２７年上尾市条例第１３号）の一部を次のよ

うに改正する。  

  附則第２項を削り、附則第３項を附則第２項とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

内閣府令の改正に伴い、本市の特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を当該内閣府令で定める基準と同様のものに改め

たいので、この案を提出する。   
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議案第３６号  

上尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について  

上尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のように定める。  

  令和元年８月３０日提出  

上尾市長   畠  山   稔      

上尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例  

上尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年上尾市条例第２８号）の一部を次のように改正する。  

第６条第２項中「適用しないこと」の次に「とすること」を加え、同条に

次の２項を加える。  

４  市長は、家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しな

いこととすることができる。  

５  前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第５９条第１項に規定

する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。）

であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連

携協力を行う者として適切に確保しなければならない。  

(1) 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５９条の２第１

項の規定による助成を受けている者の設置する施設（法第６条の３第１

２項に規定する業務を目的とするものに限る。）  

(2) 法第６条の３第１２項及び第３９条第１項に規定する業務を目的とす

る施設であって、法第６条の３第９項第１号に規定する保育を必要とす

る乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助

を受けているもの  

第１６条第２項第３号中「、乳幼児」を「、利用乳幼児」に改め、「。附

則第２条第２項において同じ」を削る。  

第２３条第２項第２号中「第３４条の２０第１項第４号」を「第３４条の

２０第１項第３号」に改める。  
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第３７条第２号中「（平成２４年法律第６５号）」を削る。  

第４５条に次の１項を加える。  

２  保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第６条の３第１２項第２

号に規定する事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの（附則第

３条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。）については、

第６条第１項の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。  

附則第２条第２項中「（第２２条に規定する家庭的保育事業を行う場所に

おいて実施されるものに限る。）」を削る。  

附則第３条中「家庭的保育事業者等」の次に「（特例保育所型事業所内保

育事業者を除く。）」を加え、「５年」を「１０年」に改める。  

附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

厚生労働省令の改正に伴い、本市の家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を当該厚生労働省令で定める基準と同様のものに改めたいので、

この案を提出する。  
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議案第３７号  

上尾市つくし学園条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市つくし学園条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

令和元年８月３０日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市つくし学園条例の一部を改正する条例  

上尾市つくし学園条例（平成１８年上尾市条例第４２号）の一部を次のよ

うに改正する。  

第１０条第１項中「同条第８項」を「同条第９項」に改め、「それぞれ別

表に定める１日当たりの利用者負担額に月ごとの通園日数を乗じて得た額

（当該額が」及び「を超えるときは、これらの規定に定める額）」を削る。  

別表を削る。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和元年１０月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の上尾市つくし学園条例第１０条第１項の規定は、

この条例の施行の日（通園している児童が満３歳に達する日以後の最初の

３月３１日までの間にあるものである場合にあっては、令和２年４月１日）

以後の通園に係る利用者負担額について適用し、同日前の通園に係る利用

者負担額については、なお従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

児童福祉法施行令の一部改正に伴い、利用者負担額に係る規定を整備し

たいので、この案を提出する。  
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議案第３８号  

上尾市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

令和元年８月３０日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市水道事業給水条例の一部を改正する条例  

上尾市水道事業給水条例（昭和３８年上尾市条例第１８号）の一部を次の

ように改正する。  

第２０条第３項中「き損した」を「毀損した」に改める。  

第２１条第２項第５号中「かぎ」を「鍵」に、「き損した」を「毀損した」

に改める。  

第３０条第２項中「すべて」を「全て」に改める。  

第３３条中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰り下

げ、第１号の次に次の１号を加える。  

 (2) 第７条第１項の指定の更新をするとき。  １件につき  １０，０００

円  

 第３６条第１項中「第５条」を「第６条」に改める。  

附  則  

この条例は、水道法の一部を改正する法律（平成３０年法律第９２号）の

施行の日（令和元年１０月１日）から施行する。  

 

 

 

 

 

 

提案理由  

水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定に更新制が導

入されたことから、指定の更新の際に徴収する手数料の額を定めるほか、

水道法施行令の一部改正に伴う所要の改正を行いたいので、この案を提出

する。  
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議案第３９号  

上尾市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について  

上尾市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように定める。  

令和元年８月３０日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改

正する条例  

上尾市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４２年上

尾市条例第１３号）の一部を次のように改正する。  

第４条第１号を削り、同条第２号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改め、同号を同

条第１号とし、同条第３号中「免職」を「懲戒免職」に改め、同号を同条第

２号とし、同条第４号を同条第３号とする。  

第５条第２項第１号を次のように改める。  

 (1) 前条第１号又は第３号のいずれかに該当するに至ったとき。  

附  則  

 この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法

律の整備に関する法律の施行による地方公務員法の一部改正に伴い、上尾

市消防団員の欠格条項に関する規定を改めたいので、この案を提出する。  
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議案第４０号  

工事請負契約の締結について  

下記のとおり工事請負契約を締結することについて、議決を求める。  

令和元年８月３０日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

                 記  

１  契 約 の 目 的  （準）浅間川護岸工事  

２  契 約 の 方 法  条件付一般競争入札  

３  契 約 の 金 額  ２０５，０４０，０００円  

４  契約の相手方  上尾市大字平方１３１２番地  

          遠藤建設工業株式会社  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

準用河川浅間川護岸工事に関する工事請負契約を締結するため、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年上

尾市条例第７号）第２条の規定により、この案を提出する。  
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議案第４１号  

工事請負契約の締結について  

下記のとおり工事請負契約を締結することについて、議決を求める。  

令和元年８月３０日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

                 記  

１  契 約 の 目 的  浅間川都市下水路護岸工事  

２  契 約 の 方 法  条件付一般競争入札  

３  契 約 の 金 額  １４５，０３５，０００円  

４  契約の相手方  上尾市大字平方３５４０番地２  

          株式会社井口工業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

浅間川都市下水路護岸工事に関する工事請負契約を締結するため、議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年

上尾市条例第７号）第２条の規定により、この案を提出する。  
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議案第４２号  

工事請負契約の締結について  

下記のとおり工事請負契約を締結することについて、議決を求める。  

令和元年８月３０日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

                 記  

１  契 約 の 目 的  平塚サッカー場改修工事  

２  契 約 の 方 法  条件付一般競争入札  

３  契 約 の 金 額  ２４６，６２０，０００円  

４  契約の相手方   上尾市大字畔吉７３９番地９  

          大石建設興業株式会社  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

平塚サッカー場改修工事に関する工事請負契約を締結するため、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年上

尾市条例第７号）第２条の規定により、この案を提出する。  
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議案第４３号  

   財産の取得について  

 下記のとおり自動車を取得することについて、議決を求める。  

  令和元年８月３０日提出  

上尾市長   畠  山   稔      

                 記  

１  自動車の数量  はしご付き消防ポンプ自動車  １台  

２  取 得 の 目 的  火災現場における消火活動に充てるため。  

３  取 得 の 方 法  条件付一般競争入札  

４  取 得 価 格  １９７，８９０，０００円  

５  契約の相手方  千葉県船橋市小野田町１５３０番地  

          株式会社モリタテクノス  東日本営業部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

はしご付き消防ポンプ自動車を取得するため、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年上尾市条例第７号）

第３条の規定により、この案を提出する。  
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議案第４４号  

   財産の取得について  

 下記のとおり自動車を取得することについて、議決を求める。  

  令和元年８月３０日提出  

上尾市長   畠  山   稔      

                 記  

１  自動車の数量  高規格救急自動車  １台  

２  取 得 の 目 的  救急現場における高度な救急救命活動に充てるため。  

３  取 得 の 方 法  条件付一般競争入札  

４  取 得 価 格  ３０，１５１，０００円  

５  契約の相手方  上尾市上平中央一丁目１１番地９  

          埼玉トヨタ自動車株式会社  上尾店  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

高規格救急自動車を取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例（昭和３９年上尾市条例第７号）第３条の規

定により、この案を提出する。  
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議案第４５号  

   財産の取得について  

 下記のとおり自動車を取得することについて、議決を求める。  

  令和元年８月３０日提出  

上尾市長   畠  山   稔      

                 記  

１  自動車の数量  高規格救急自動車  １台  

２  取 得 の 目 的  救急現場における高度な救急救命活動に充てるため。  

３  取 得 の 方 法  条件付一般競争入札  

４  取 得 価 格  ３０，１０７，０００円  

５  契約の相手方  上尾市上平中央一丁目１１番地９  

          埼玉トヨタ自動車株式会社  上尾店  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

高規格救急自動車を取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例（昭和３９年上尾市条例第７号）第３条の規

定により、この案を提出する。  
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議案第４６号  

損害賠償の額を定め、和解することについて  

下記のとおり上尾市立小学校における児童の負傷事故の損害賠償の額を定

め、和解することについて、議決を求める。  

  令和元年８月３０日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔   

                 記  

１  相  手  方  甲（被害者）  

住  所  ○○○○○○○○○○○○  

          氏  名  〇  〇  〇  〇  

親権者父  〇  〇  〇  〇  

親権者母  〇  〇  〇  〇  

        乙（連帯債務者）  

 住  所  ○○○○○○○○○○○○  

          氏  名  〇  〇  〇  〇  

親権者父  〇  〇  〇  〇  

親権者母  〇  〇  〇  〇  

２  事故の概要  平成２３年２月２１日午前１１時ころ、上尾市立小学校教  

室内において、社会科の授業時間中に、乙が投げた分度器  

が甲の左目に当たり、角膜裂傷等の傷害を負ったもの  

３  和解の要旨  本件負傷事故に関する損害賠償金１，６９６万１，２０４

円について、乙は甲に対し８０１万８，６５８円を支払い、

市は甲に対し８９４万２，５４６円を支払う。市、甲及び

乙は、本件事故に関し、そのほかには一切の債権債務がな

いことを確認する。  

 

 

提案理由  

上尾市立小学校における児童の負傷事故の損害賠償の額を定め、和解し

たいので、地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、

この案を提出する。  
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議案第４７号  

専決処分の承認を求めることについて  

平成３１年度上尾市一般会計補正予算（第３号）について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項本文の規定により別紙のとお

り専決処分したので、その承認を求める。  

令和元年８月３０日提出  

上尾市長   畠  山   稔      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

参議院埼玉県選出議員補欠選挙を令和元年１０月２７日に執行すること

が同年８月８日に決定されたことに伴い、その選挙費について緊急に平成

３１年度上尾市一般会計補正予算（第３号）を編成する必要が生じ、同月

１３日専決処分したので、地方自治法第１７９条第３項の規定により、こ

の案を提出する。  
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２
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平
成
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に
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る
。
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議案第４８号  

   上尾市の公の施設を桶川市の住民の利用に供させることに関する協議

について  

 下記のとおり上尾市の公の施設を桶川市の住民の利用に供させることに関

する協議について、議決を求める。  

  令和元年８月３０日提出  

上尾市長   畠  山   稔      

                 記  

１  利 用 に 供 さ せ る   上尾市公共下水道  

  公 の 施 設 の 名 称 

２  区域外流入対象区域   桶川市東二丁目地内  

３  区域外流入対象面積   約０．００５ヘクタール  

４  利 用 の 方 法   上尾市下水道条例（昭和５０年上尾市条例第

１８号）の定めるところによる。  

５  経 費 の 負 担   桶川市の負担とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市公共下水道を桶川市の住民の利用に供させることについて協議し

たいので、地方自治法第２４４条の３第３項の規定により、この案を提出

する。  



- 60 - 

議案第４９号  

   市道路線の認定について  

 下記のとおり路線を認定することについて、議決を求める。  

  令和元年８月３０日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

路線認定調書  

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  都市計画法の規定に基づき市に帰属した道路を市道路線として認定した

いので、道路法第８条第２項の規定により、この案を提出する。  

路 線 名 起     点  終      点  

重 要  

な 経  

過 地  

１０７７８号線  
上尾市大字小敷谷字大

久保９６１番地先  

上尾市大字小敷谷字大

久保９６１番地先  
 

３１１９２号線  
上尾市大字上字大久保

１０２１番地先  

上尾市大字上字大久保

１０２２番地先  
 

３１１９３号線  
上尾市大字上尾村字吉

田前７７９番地先  

上尾市大字上尾村字吉

田前７７９番地先  
 

３１１９４号線  
上尾市大字平塚字荒井

１５６２番地先  

上尾市大字平塚字荒井

１５６２番地先  
 

５１１３８号線  
上尾市東町三丁目１９

７４番地先  

上尾市東町三丁目１９

７５番地先  
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議案第５０号  

   教育委員会委員の任命について  

 上尾市教育委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。  

  令和元年８月３０日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

  記  

○○○○○○○○○○○○  

中  野  住  衣  

○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  教育委員会委員中野住衣氏の任期は、令和元年１１月１９日で満了とな

るが、同氏を再び任命することについて同意を得たいので、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、この案を提出す

る。



 

 


